
 

 

 

「石川県手話言語条例」（案）に対するご意見募集について 

 

１ ご意見募集の要旨 

  石川県では、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に関する基本理念を定め、県及び市町

の責務並びに県民等及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本事項を

定め、障害のある人もない人も相互に人格と個性を尊重し合いながら共生することのできる地域

社会を築くため「石川県手話言語条例」を制定することとしております。 

  つきましては、条例に盛り込む主な事項について、広く県民の皆様からご意見をいただき、制

定の参考にさせていただきたいと考えております。 

 

２ ご意見の募集概要 

  （１）募集期間  

     平成２９年１２月２７日（水）～３０年１月１８日（木） 

   

（２）募集内容 

     「石川県手話言語条例」（案）についてのご意見 

    

  （３）資料 

     「石川県手話言語条例」（案）の概要 

      

  （４）資料の入手方法 

     ①以下からダウンロードできます。 

      http://www.pref.ishikawa.lg.jp/fukusi/oshirase/pc.html 

 

     ②以下の場所で閲覧・入手できます。 

      ・石川県健康福祉部障害保健福祉課（金沢市鞍月１丁目１番地、県庁９階） 

・石川県行政情報サービスセンター（金沢市鞍月１丁目１番地、県庁１階） 

・南加賀保健福祉センター（小松市園町ヌ４８） 

・石川中央保健福祉センター（白山市馬場２－７） 

・能登中部保健福祉センター（七尾市本府中町ソ２７－９） 

・能登北部保健福祉センター（輪島市鳳至町畠田１０２－４） 

・石川県中能登総合事務所（七尾市小島町ニ部３３） 

・石川県奥能登総合事務所（輪島市三井町洲衛１０部１１－１） 

    

平成２９年１２月２７日 
健康福祉部障害保健福祉課 
次長兼課長 坂上 理八 
（内線）4080 
（直通）076-225-1425 



３ ご意見の提出方法及び提出先 

  （１）ご意見用紙（別紙）に、住所、氏名等をご記入のうえ、ご意見をご記入ください。   

（２）郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法で提出願います。 

なお、電話や口頭によるご意見、住所、氏名等の記載がないものはお受けできませんのでご

注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

４ ご意見の取り扱い 

 （１）お寄せいただいたご意見は、「石川県手話言語条例」の策定の参考とさせていただきます。 

 

 （２）お寄せいただいたご意見の概要と、それに対する県の考え方については、後日、県のホー

ムページにおいて一定期間公開いたします。 

    なお、ご意見に対する個別の回答はいたしませんので、ご承知願います。 

 

 （３）個人情報、あるいは個人が特定できるような情報は一切公表いたしません。 

 

５ 問い合わせ先 

  石川県健康福祉部障害保健福祉課 地域生活支援グループ 

  住所：〒９２０－８５８０ 金沢市鞍月１－１ 

  電話番号：０７６－２２５－１４２６ 

  FAX番号：０７６－２２５－１４２９ 

  E-mail：shofuku2@pref.ishikawa.lg.jp 

＜ご意見の提出先＞ 

①郵送先 〒９２０－８５８０ 金沢市鞍月１－１ 

      石川県健康福祉部障害保健福祉課 地域生活支援グループ 

②ＦＡＸ ０７６－２２５－１４２９ 

③E-mail shofuku2@pref.ishikawa.lg.jp 
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１．条例提案の趣旨     

・手話は、手や指、体の動きや表情などにより意思や抽象的な概念を視覚的に表現

する言語である。 

・我が国において、手話は、明治時代にその起源を有し、知的で心豊かな日常生活

又は社会生活を営むために、ろう者の間で大切に受け継がれ、発展してきたもの

である。その一方で、手話を習得し、使用することが制約された時代も長く続い

てきたことを忘れてはならない。 

・こうした中、平成 18年に国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約に

おいて、手話は言語であると定義されたことで、手話が言語として国際的に認知

されることとなった。我が国においても、平成 23年に改正された障害者基本法に

おいて、手話が言語に含まれることが明確化されるとともに、平成 26年に障害者

の権利に関する条約が批准され、手話が言語であるとの位置づけが制度的には確

立されたところである。 

・しかしながら、手話についての県民の理解は未だ十分に深まっているとは言い難

い状況にある。 

・このため、手話はろう者が情報を取得し、その意思を表示し、及び他者との意思

疎通を図るために必要な言語であるとの認識の下、障害のある人もない人も相互

に人格と個性を尊重し合いながら共生することのできる地域社会を築くため、こ

の条例を制定する。 

 

２．目 的  

・手話が言語であるとの認識に基づき、手話に関する基本理念を定め、県及び市町

の責務並びに県民等及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施

策の基本となる事項を定め、もって障害のある人もない人も相互に人格と個性を

尊重し合いながら共生することのできる社会の実現に寄与することを目的とする。 

 

３．基本理念  

・手話は、独自の体系を有する言語であり、ろう者が知的で心豊かな日常生活又は

社会生活を営むために大切に受け継がれてきた文化的所産であることを理解しな

ければならない。 

・手話は、ろう者が情報を取得し、その意思を表示し、及び他者との意思疎通を図

るために必要なものであることを理解しなければならない。 

     

４．県の責務  

・市町その他の関係機関と連携し、障害がある者にとって日常生活又は社会生活を

営む上で障壁となるものの除去に関して必要かつ合理的な配慮を行い、手話の普

及その他の手話を使用しやすい環境の整備に努める。 
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・ろう者及び手話通訳者その他の手話を使用できる者の協力を得て、基本理念に対

する県民の理解を深めるよう努める。 

 

５．市町の責務  

・地域の関係機関と連携して、社会的障壁の除去に関して必要かつ合理的な配慮を

行い、手話の普及その他の手話を使用しやすい環境の整備に努める。 

 

６．県民等の役割  

・県民は、基本理念にのっとり手話に対する理解を深め、県及び市町の施策に協力

するよう努める。 

・ろう者は、基本理念に対する県民の理解の促進及び県民に対する手話の普及に協

力するよう努める。 

・手話通訳者等は、手話に関する技術の向上に努めるとともに、基本理念に対する

県民の理解の促進及び県民に対する手話の普及に協力するよう努める。 

 

７．事業者の役割  

・ろう者に対してサービスを提供するとき又はろう者を雇用するときは、手話の使

用に対して合理的な配慮を行うよう努める。 

 

８．施策の策定及び推進  

・県は、障害者基本法の規定により策定する都道府県障害者計画において、手話に

対する県民の理解の促進及び手話の普及に必要な施策について定め、これを総合

的かつ計画的に推進する。 

・県は、前項の計画を策定しようとするとき、又は変更しようとするときは、石川

県障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。 

 

９．手話を学ぶ機会の確保  

・県は、市町その他の関係機関、ろう者及び手話通訳者等と協力して、県民が手話

を学ぶ機会の確保に努める。 

・県は、その職員が基本理念に対する理解を深め、手話を学ぶ取組を推進するよう

努める。 

 

１０．学校における取組の推進  

・聴覚障害のある幼児、児童及び生徒が通学する学校の設置者は、ろう児等が手話

を学び、又は手話で学ぶことができるよう、教職員の手話に関する技術を向上さ

せるために必要な措置を講じるよう努める。 

・ろう児等が通学する学校の設置者は、ろう児等及びその保護者に対し、手話に関

する学習の機会の提供並びに教育に関する相談及び支援に努める。 

 

１１．手話通訳を行う人材の育成  



・県は、市町その他の関係機関と協力して、手話通訳者等及びその指導者の養成及

び手話に関する技術の向上に努める。 

 

１２．手話による情報発信等  

・県は、ろう者が県政に関する情報を円滑に取得できるよう、手話を用いた情報発

信に努める。 

・県は、災害その他非常の事態において、ろう者が手話により必要な情報を取得す

ることができるよう、市町その他の関係機関との連携等必要な措置を講ずるよう

努める。 

 

１３．事業者への支援  

・県は、ろう者に対してサービスを提供するとき又はろう者を雇用するとき手話の

使用に対して合理的な配慮を行うための事業者の取組に対して、必要な支援を行

うよう努める。 

 

１４．手話に関する調査研究  

・県は、ろう者及び手話通訳者等が手話の発展に資するため行う手話に関する調査

研究の推進及びその成果の普及に協力する。 

 

１５財政上の措置  

・県は、手話の普及その他の手話を利用しやすい環境の整備に係る施策を推進する

ため、必要な財政上の措置を講ずるよう努める。 

 

 



別紙 

提出先 FAX 076-225-1429（石川県健康福祉部障害保健福祉課） 

「石川県手話言語条例」（案）について【意見様式】 

構成団体等名  

氏 名  電話番号  

住 所  

性 別 □男 □女 年 齢 
□20 歳未満 □20 歳代 □30 歳代 □40 歳代 □50 歳代  

□60 歳代 □70 歳以上 

項 目 

□ １．条例提案の趣旨 

□ ２．目的 

□ ３．基本理念 

□ ４．県の責務 

□ ５．市町の責務 

□ ６．県民等の役割 

□ ７．事業者の役割 

□ ８．施策の策定及び推進 

□ ９．手話を学ぶ機会の確保 

□ １０．学校における取組の推進 

□ １１．手話通訳を行う人材の育成 

□ １２．手話による情報発信等 

□ １３．事業者への支援 

□ １４．手話に関する調査研究 

□ １５．財政上の措置 

□ その他 

【ご意見】 

注：ご意見は、１項目につき１枚でお願いいたします。 

  記入欄が不足する場合は、用紙を追加してご記入ください。 
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